
　
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な

成
長
の
た
め
に
は
、
男
女
が
平
等
に
仕
事

と
子
育
て
を
両
立
で
き
る
環
境
が
必
要
で

す
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
育
児
休
業
な
ど
の
各

種
制
度
を
利
用
し
や
す
い
環
境
も
必
要
で

す
が
、
女
性
自
身
も
社
会
へ
の
参
画
意
識

を
高
め
、
男
性
は
長
時
間
労
働
の
是
正
に

取
り
組
み
、
家
事
や
育
児
な
ど
に
参
画
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
仕
事
や
子
育
て
な
ど
男
女
そ
れ
ぞ
れ
に

偏
っ
て
い
る
負
担
を
共
に
分
か
ち
合
い
、

男
女
が
共
に
社
会
に
参
画
す
る
男
女
共
同

参
画
社
会
の
実
現
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

男
女
共
同
参
画
社
会
の

実
現
に
向
け
て

男女共同参画の動き

女性の再婚禁止期間の短縮

マタハラは違法
『マタニティハラスメント』

◎身近な法律知っていますか？

◎職場でつらい思いをしていませんか？

　これまでの民法では、男性は離婚の
翌日から再婚が可能でしたが、女性は
離婚後６カ月を待たないと再婚ができ
ませんでした。
　平成28年６月１日、民法の一部を改
正する法律が成立し、女性の再婚禁止
期間が６カ月から100日に短縮されま
した。

　マタハラとは、働く女性が、妊娠・
出産をきっかけに職場から精神的・肉
体的な嫌がらせを受けることです。
　妊娠・出産・産休・育休などを理由
とする、解雇・雇い止め・降格などの
不利益な取り扱いは、法律で禁止され
ています。
　厚生労働省は、平成29年１月１日の
法施行に合わせて、加害者が懲戒処分
の対象となることを就業規則に明記す
るよう企業に求めるなど、企業が取る
べき具体策などを盛り込んだ指針を決
めました。

相談先
北海道労働局　雇用環境・均等部
（☎011－709－2715）

問い合わせ　市民サービスグループ（☎�２１３９）

妊娠を報告したら
「退職してもらう」
と言われた。

正社員なのに妊娠
したら「パートに
なれ」と言われた。

上司から「産休・
育休は認めない」
と言われた。

普通ありえないよ
うな配置転換をさ
れた。

こんな扱いを受けたら法違反です

改正前 改正後

再婚禁止期間
（民法第733条　
第１項）　　

離婚した日から
６カ月を経過し
た後でなければ、
再婚をすること
ができない。

離婚した日から
100日を経過し
た後でなければ、
再婚をすること
ができない。

9 男女共同参画社会を目指して

男女共同参画
社会を目指して


